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環境への配慮に係る基本方針の策定について 

 

 
平成１８年３月２８日 

  独立行政法人海洋研究開発機構 

 

 

１．目的及び背景 

平成１７年４月１日の「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配

慮した事業活動を促進する法律」（平成１６年６月２日法律第７７号、以下「環境配

慮促進法」という。）の施行に伴い、独立行政法人海洋研究開発機構（以下「機構」

という。）は、環境配慮促進法第２条第４項に定める特定事業者として（「環境情報の

提供の促進等による特定事業主等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第

二条第四項の法人を定める政令（平成１７年３月１６日政令第４２号）参照」、環境

報告書の作成と毎年ごとの公表を義務付けられることとなった。 

機構としては、環境への配慮の取り組みとして、まず機構における「環境への配

慮に係る基本方針」を策定し、平成１７年度環境報告書作成に取り組むこととする。 

 

２．「環境への配慮に係る基本方針」の策定 

環境配慮に関する機構の基本的考え方については、別紙１のとおり「独立行政法

人海洋研究開発機構における環境への配慮に係る基本方針」（以下、「基本方針」とい

う。）として策定し、公表する。基本方針については、事業者として事業運営に当た

って環境配慮の基本的立場を中心として、機構としての環境変動研究への取り組みや

海洋調査観測活動における環境保全への取り組みを加味することとする。 

 

３．環境、安全、衛生に関する指針の策定 

基本方針の１に掲げる「機構自ら、各々の事業活動において、環境、安全、衛生に

関する指針を策定」について、現在、地球深部探査センターでは、「労働安全衛生お

よび環境保全に関する基本方針」を策定し、実施しているところである。 

しかし、機構の調査・観測活動を対象とした指針は策定されていない。海洋におけ

る調査観測活動について、現在の国際的な立場を考慮すると、「国連海洋法条約」や

「生物多様性条約」等により、環境保全という観点からの実施が必要とされている。 

こうした現状を受け、機構としても、基本方針に基づき、別紙２のとおり「独立行

政法人海洋研究開発機構における調査・観測活動に係る環境保全のための指針」を策

定し、実施する。 

なお、これら各事業における指針については、今後事業の進展や環境配慮に関する

内外の状況に対応し、必要性が認識された場合、柔軟に変更・追加をしていくことと

する。 

 

 

 

 

  








